
(対医亘･副大臣･政務官） 民事局作成
令和6年3月15日 （金）衆・法務委

斎藤アレックス議員（維教）

○裁判所の人員の増強や体制強化については､裁判所

を取り巻く様々な状況を踏まえ､最高裁判所において

適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立し

た場合には､裁判所において、適切な審理が行われる
よう対応されるものと承知。

○法務省としても、適切かつ十分な周知・広報に努め

るなど、裁判所の取組に協力してまいりた竺J
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